
いわき労働基準監督署

署長室より中央公園の紅葉を望む（R04年11月撮影）

検索 いわき労働基準協会

◎リンクはPCから開けます（スマホやタブ
レットでは開けない場合があります）

◎ 印刷・配布・転載は自由です

福島県最低賃金が改定されました
効力発生日 令和４年１０月６日

時間額８５８円
賃金の見直しをお願いします！
業務改善助成金をご活用ください

「転倒の危険度チェック」を！

いわき労働基準監督署長から

11月15日から、令和4年度の「福島冬季転倒災害防止運動」が始まりました。
期間中の実施事項については、福島労働局の発表をご覧ください。
いわき市の企業においても、製造業、建設業、商業ほか第三次産業において、業

種を問わず、転倒により重傷を負う労働災害が発生しています。
特に50歳以上の労働者については、手首や足腰の骨折など、転倒によって、1~3

か月程度の長期休業を要する大ケガを負う事例がみられるところです。
いわき労働基準監督署では、転倒により休業労働災害を発生させた事業所に対し

再発防止対策の報告をお願いしていますが、「何の対策も取っていなかった」とい
う事業所が多く存在することに驚いています。
働く方々が「転ばない」ように自ら注意するだけでは足りません。
事業者には、転倒災害を甘く見ることなく、職場の設備を見直し、
「転ばせない」ようにするための取り組みが必要です。
皆様には、添付した「転倒危険度チェック表」により、皆様の職場

に「転倒リスク」がないか、定期的な点検を行ってください。
◎厚生労働省HP 転倒防止キャンペーンページもご覧ください◎

シリーズ法令改正の解説・・化学物質規制（番外編）

新たな規制への対応状況をチェックしてみましょう
新たな化学物質規制に関するチェックリストを添付しました。
あなたの会社は該当する項目について対応済みですか？

福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）実施中

滑りやすいところはないかな

トラックドライバーの働き方と労災防止について説明
福島県トラック協会いわき支部「労働災害事故防止講習会」
11月14日に講習会が開催されました。約90名の会員事業者が受講

しました。
いわき労働基準監督署長からは、令和6年4月から自動車運転者に適

用される労働時間の上限規制について、また改正が予定されている
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（自動車の運転を行う労働者の
拘束時間や運転時間の限度等を定めた厚生労働省告示）におけるトラックドライ
バーにかかる改正事項について説明しました。
安全衛生課長からは、トラックドライバーの労災事故防止について説明しました。

店舗パトロール
にて

https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/001220209.pdf
https://pc.saiteichingin.info/chusyo/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/001298411.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000731656.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

